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主 文

１ 原告の請求を棄却する。

２ 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請 求

被告が原告に対し平成１６年３月２６日付けでした別紙物件目録記載１及び

２の各土地に係る平成１５年度の固定資産課税台帳登録価格についての審査の

申出を棄却する旨の決定を取り消す。

第２ 事案の概要

本件は，原告が，その所有する土地の平成１５年度（基準年度）の土地課税

台帳に登録された価格を不服として，被告に対し審査の申出をしたところ，被

告がこれを棄却する旨の決定をしたことから，当該登録価格は，所有者が異な

り，かつ，価格差のある隣接地と一体評価した結果，適正な時価を上回る価格

となっており，このような価格を容認した本件決定は違法であるなどと主張し

て，その取消しを求める事案である。

１ 前提となる事実（当事者間に争いがない ）。

原告は，別紙物件目録記載１の土地（以下「本件土地１」という ）及び(１) 。

同目録記載２の土地（以下「本件土地２」といい，本件土地１と併せて「本

件各土地」という ）の所有者であり，本件各土地の固定資産税の納税義務。

者である。

本件各土地は，互いに隣接し，かつ，原告以外の者が所有する別紙物件目

録記載３の土地（以下「本件隣接地」という ）とも隣接しており，これら。

３筆の土地が一体となって，同目録記載４の建物（以下「本件建物」とい

う ）の敷地となっている。本件隣接土地は幅員２２ｍの道路（表通り）に。

沿接し，本件各土地はそれぞれ幅員４ｍの道路（裏通り）に沿接している。

東京都知事は，平成１５年３月３１日，本件各土地の平成１５年度（基準(２)
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年度）の価格を１億４６３１万０５５０円（本件土地１）及び２億１０５９

万２７２０円（本件土地２）と決定し，東京都港都税事務所長（以下東京都

知事とともに「評価庁」という ）は，同日，上記価格を土地課税台帳に登。

録した。

上記価格の決定は，地方税法３８８条１項の規定に基づき総務大臣が定め

た固定資産評価基準（以下「評価基準」という ）及びこれに基づいて東京。

都が定めた「東京都固定資産（土地）評価事務取扱要領」によって行われた

ものであるが，本件各土地と本件隣接地とを一画地（以下「本件一画地」と

いう ）として評価したものであり，本件一画地について算出した単位地積。

当たり評点数を本件各土地の地積に乗じてその評点数を求め，これに評点１

点当たりの価額を乗じて求めた金額を本件各土地の価格としたものである。

原告は，前記 の価格を不服として，平成１５年８月１日，被告に対し，(３) (２)

審査の申出（以下「本件審査申出」という ）をしたが，平成１６年３月２。

６日付けで，これを棄却する旨の決定（以下「本件決定」という ）を受け。

たため，同年６月２１日，本件訴訟を提起した。

２ 当事者の主張

原告の主張（要旨）(１)

ア 固定資産税は，土地の所有者ごとに，当該所有土地の適正な時価により

賦課されるべきものであるところ，本件においては，本件各土地は裏通り

に，本件隣接地は表通りに面しているため，本件各土地の適正な時価の単

価は，本件隣接地の適正な時価の単価よりも低く，本件一画地の適正な時

価の単価よりも低いにもかかわらず，評価庁が，所有者が異なり，かつ，

価格差がある本件各土地及び本件隣接地を一画地として評価し，しかも，

これを各土地の価格（単価）等に基づいて按分することなく，本件一画地

の評価単価に本件各土地の地積を乗じて本件各土地の固定資産課税台帳登

録価格としたために，本件各土地の固定資産課税台帳登録価格は，本件各
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土地の適正な時価（客観的な交換価値）を上回る価格となっている。

したがって，このような本件各土地の登録価格は違法であり，これを容

認した本件決定も違法であって，取り消されるべきである。

イ 本件決定は，前記アの登録価格の違法事由について審理判断しておらず，

審理不尽，判断遺脱，理由不備の違法があり，取り消されるべきである。

被告の主張（要旨）(２)

ア 評価基準では，画地の認定は，原則として，土地（補充）課税台帳に登

録された１筆の宅地を一画地とするが，例外として，隣接する２筆以上の

宅地について，その形状，利用状況等からみて，これらを合わせる必要が

ある場合においては，その一体をなしている部分の宅地ごとに一画地とす

ると定められているところ，本件各土地と本件隣接地とは，隣接する３筆

の宅地にまたがって１個の建物が存在し，一体をなしている土地であるか

ら，一画地として評価すべきである。

この場合に各土地の評価をどのようにすべきかについては評価基準に規

定がなく，評価庁の裁量に委ねられているところ，２筆以上の土地が一画

地と評価される場合，各土地の価値は，それぞれの土地の形状や一画地に

おける位置等により影響を受けるものではないから，一画地の一部として

均一に評価するのが合理的である。他方，個別に各土地の形状により路線

価の割合等で按分して評価することにすると，所有者が分筆して各土地の

形状が変更すれば，それに応じて価格が変動することになるが，それでは

その比が一定せず，かえって均衡を失することにもなりかねない。

したがって，本件各土地の登録価格は適法であり，これを容認した本件

決定も適法である。

イ 本件決定の審理不尽，判断遺脱，理由不備の違法をいう原告の主張は，

争う。

第３ 当裁判所の判断
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１ 所有者が異なる一体利用地を一画地として評価することの当否について

評価基準は，宅地の評価は，各筆の宅地について評点数を付設し，当該評(１)

点数を評点１点当たりの価額に乗じて各筆の宅地の価額を求める方法による

ものとし，各筆の宅地の評点数は，主として市街地的形態を形成する地域に

おける宅地については，市街地宅地評価法により，路線価を基礎とし 「一，

画地」の宅地ごとに画地計算法を適用して求めるものとすると定めている

（第１章第３節，別表第３ 。そして，この場合の「一画地」は，原則とし）

て，土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された１筆の宅地によるもの

とし，ただし，１筆の宅地又は隣接する２筆以上の宅地について，その形状，

利用状況等からみて，これを一体をなしていると認められる部分に区分し，

又はこれらを合わせる必要がある場合においては，その一体をなしている部

分の宅地ごとに一画地とすると定めている（別表第３ 。）

評価基準が宅地についてこのような画地の認定方法を採っているのは，土

地に対する固定資産税は，土地の資産価値に着目し，その所有という事実に

担税力を認めて課する一種の財産税であって，個々の土地の収益性の有無に

かかわらず，その所有者に対して課するものであることから，その課税標準

とされている土地の価格である適正な時価とは，正常な条件の下に成立する

当該土地の取引価格，すなわち，客観的な交換価値をいうと解されるところ

（最高裁平成１５年６月２６日第一小法廷判決・民集５７巻６号７２３頁参

照 ，そのような土地の取引価格は，本来，登記簿上の筆にこだわることな）

く，その実際の利用状況等からみて，一体として取引に供されるべきものと

認められる土地の区画ごとに評価・決定するのが相当であるとも考えられる

が，現実の利用状況等による画地の認定をすべての土地について網羅的に行

うことは行政実務上極めて困難であるために，隣接する２筆以上の宅地にま

たがって１個又は数個の建物が存在するなど土地利用の一体性が外形上一見

明白な場合を除き，便宜上，土地課税台帳等に登録された１筆の宅地をもっ
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て一画地とすることとしたものと解される。

なお，評価基準は，上記の画地認定方法によって隣接する２筆以上の宅地

を一画地と認定する場合に，当該２筆以上の宅地が同一の者の所有に属して

いることを要するのか，それとも別の者の所有に属していてもよいのかにつ

いては明示的に言及していない。

他方，評価基準は，土地の評価について，地上権，借地権等が設定されて(２)

いる土地については，これらの権利が設定されていない土地として評価する

ものとすると定め（第１章第１節 ，いわゆる更地主義を採用している。）

評価基準がこのような更地主義を採用したのも，すべての土地について，

用益物権や対抗力ある債権の負担などの権利関係を確定し，これを逐一課税

標準である基準年度ごとの価格等に反映させることは，行政実務上不可能と

もいえる事柄であるために，このような個別の権利関係を捨象し，一切の負

担のない完全な所有権（共有権を含む ）のみが支配する土地としての評価。

を行うべきこととしたものと解される。

以上のように，評価基準において，隣接する２筆以上の宅地を一画地と認(３)

定すべき場合を，行政実務上の制約を考慮して，土地利用の一体性が外形上

一見明白な場合に限定しているものと解されること，その際当該２筆以上の

宅地が同一所有者に属することを要するか否かについては言及されていない

こと，土地の評価においても，行政実務上の制約から，個別の権利関係を詮

索しない更地主義が採用されていることなどから総合的に判断すると，評価

基準は，隣接する２筆以上の宅地が外形上一見明白に一体をなしていると認

められる場合には，それらの各宅地が誰の所有に属しているかを詮索するこ

），となく（したがって，これらの宅地がそれぞれ別の所有者に属していても

すべて一画地として評価すべきこととしているものと解するのが相当である。

そして，前述した行政実務上の制約の存在に加え，隣接する２筆以上の宅

地が一体として利用されている以上は，それぞれの宅地の所有者が異なって
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いても，これらの一体をなしている宅地の集合体を一個の取引単位とみて，

その全体の取引価格を評価することが社会通念上相当であると考えられるこ

と，現に，原告の依頼により本件各土地の価格を鑑定評価した不動産鑑定士

は，本件各土地と本件隣接地との一体価格を基に本件各土地の価格を算定し

ており（甲１４ ，不動産鑑定実務においても，一体利用地は所有者の異同）

にかかわらず一つの評価単位として鑑定評価すべきこととされている実情が

うかがえることからすると，上記のような評価基準の考え方には合理性が認

められ，これをもって地方税法による委任の範囲を逸脱する違法なものとす

ることはできない。

原告は，地方税法は，土地の各所有者を納税義務者と定め，その上で各納(４)

税義務者の所有する土地の価格を課税標準と規定しているから，一体利用地

を評価単位である一画地と認定する以上は，この一画地の所有者は単独の納

税義務者でなければならないと主張する。

しかしながら，地方税法は，評価基準によって土地の価格を決定し（４０

３条１項 ，その価格を１筆の土地ごとに土地課税台帳又は土地補充課税台）

帳に登録し（３８１条１項，２項 ，その登録価格を課税標準として（３４）

９条 ，その所有名義人に固定資産税を課すべきことと定めており（３４３）

条１項，２項 ，これらの規定によれば，地方税法が求める最終的な評価の）

単位が各納税義務者の所有する１筆ごとの土地であることは明らかであるが，

その評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続については地方税法に具体

的な定めがなく，これらはすべて評価基準の定めに委ねられており（３８８

条１項 ，その評価基準において，所有者が異なる一体利用地を一画地とし）

て評価し，その評価額を基にして１筆ごとの土地の価格を決定するものと定

めたとしても，そのような定めに合理性が認められる限り，地方税法に違反

することはないと解されるところ，前述のとおり，このような評価基準の定

めには合理性が認められるから，これを地方税法違反とする原告の主張は理
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由がない。

また原告は，隣接所有者が一緒に売ってくれるという，いつ成就するか分(５)

からない条件付きで成立する取引価格は，正常な条件の下における取引価格

に該当せず，適正な時価とはいえないから，所有者の異なる一体利用地を一

個の取引単位とみることは誤りであると主張する。

しかしながら，固定資産税の課税標準である正常な条件の下に成立する取

引価格とは，当該固定資産を売りたい者と買いたい者との間で不正常な要素

を排除した条件の下に成立する売買価格のことをいい，当該固定資産が売り

に出されることを前提として形成される価格をいうのであるから，原告の主

張は前提を誤っているというべきである。現に，前出の不動産鑑定士は，本

件隣接地との一体価格を基に算定した本件各土地の価格を「正常価格」とし

ており（甲１４の４頁「 価格の種類 ，所有者が異なる一体利用地を一(Ⅴ) 」）

体として売り出すこと自体を不正常な要素とはみていないことが明らかであ

る。したがって，原告の主張は理由がない。

以上によれば，評価庁が所有者の異なる本件各土地と本件隣接地とを一画(６)

地として評価したことは適法である。

２ 所有者が異なる一体利用地（一画地）について算出した単位地積当たり評点

数を各土地に均一に適用することの当否について

評価基準は，市街地宅地評価法による宅地の評点数の付設において一画地(１)

の宅地ごとに適用される「画地計算法」について，各筆の宅地の評点数は，

各筆の宅地の立地条件に基づき，路線価を基礎とし，①奥行価格補正割合法，

②側方路線影響加算法，③二方路線影響加算法，④不整形地，無道路地，間

口が狭小な宅地等評点算出法を適用して求めた評点数によって付設するもの

とし，この場合において，宅地の状況に応じ，必要があるときは，上記①な

いし④の画地計算法に係る附表（補正率表，加算率表）等について，所要の

補正をして，これを適用するものとすると定めている（第１章第３節，別表
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第３ 。）

しかしながら，評価基準は，所有者が異なる一体利用地を一画地と認定し，

これに画地計算法を適用した場合の各筆の宅地の評点数の付設方法（一画地

の評価額の配分方法）については，特段の定めを置いていない。

この点，原告は，一画地の評価額を，各筆の宅地単独の評価額の比で按分(２)

すること，又は所有者間の合意による配分割合で按分することが適当である

と主張する。これに対し，前出の不動産鑑定士は，各筆の宅地単独の評価額

の合計額と一画地の評価額との差額（増分価値）を各筆の宅地の面積の比で

按分することが適当であるとの見解に立っていることが認められる（甲１

４ 。）

しかしながら，これらの配分方法は，いずれも一応の合理性は認められる

ものの，他の方法を排斥し得るほどに十分な説得力を有しているとはいえな

い。特に，所有者間の合意による配分割合で按分する方法は，土地の評価に

ついては個別の権利関係に立ち入らないとする評価基準の建前（更地主義）

と整合するかどうかも疑問であるといわざるを得ない。

このように，原告側が提示する配分方法はいずれも十分な説得力に欠け，(３)

あるいは評価基準の建前との整合性に疑問があり，他に適当な配分方法を見

出すことも困難であると考えられることからすると，評価基準は，特段の定

めをしないことによって，これらの特別な配分方法をいずれも採用しないこ

ととし，一画地と認定した一体利用地に画地計算法を適用して算出した評点

数（単位地積当たり）をそのまま各筆の宅地に適用すべきこととしたものと

解するのが相当である。

そして，このように解すると，評価基準は，結果として，一画地の評価額

を各筆の宅地の面積の比で按分する配分方法を採ったのと同じことになるが，

そもそも一体利用地を一画地と認定するのは，前述のとおり，それが一体と

して取引の単位になると認められるためであり，各筆の宅地は当該取引単位
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の構成部分にすぎないとみることも可能なのであるから，これらの各構成部

分を一画地全体の単価をもって均等に評価することには相応の合理性がある

というべきである。したがって，これをもって地方税法による委任の範囲を

逸脱する違法なものとすることはできず，また当該一体利用地を構成する宅

地の所有者間の公平を害するものともいえない（原告は，単純な面積割によ

る配分は各所有者間に不公平を生じると主張するが，これは結局は単純な面

積割以外の特定の配分方法を前提とした上で，これとの比較において単純な

面積割による配分を論難するものにすぎず，前述のとおり，各種の配分方法

が甲乙付け難いものであることからすれば，理由のある主張とはいえな

い 。。）

以上によれば，評価庁が本件一画地について算出した単位地積当たり評点(４)

数を本件各土地の地積に乗じてその評点数を求め，これに評点１点当たりの

価額を乗じて求めた金額をもって本件各土地の価格としたことは適法である。

３ 本件各土地の登録価格と適正な時価について

原告は，本件各土地の登録価格である３億５６９０万３２７０円（２１２万

７０００円／㎡）は，本件各土地の適正な時価である２億６３００万円（１５

６万８０００円／㎡ （甲１４）を上回っているから，本件各土地の価格決定）

は違法であると主張する。

しかしながら，原告が本件各土地の「適正な時価」であると主張する２億６

３００万円は，前出の不動産鑑定士が本件各土地の単独地価格として算出して

いる価格であり（甲１４ ，本件各土地が本件隣接地と一体利用されているこ）

とを前提とした場合の適正な時価とはいえず（同不動産鑑定士の鑑定評価によ

れば，一体利用の場合の本件各土地の正常価格は，６億００８４万３０００円

であるとされている ，ほかに本件各土地の登録価格が本件各土地の適正な。）

時価を上回っていることを認めるに足りる証拠はない。

４ 審理不尽，判断遺脱，理由不備の主張について
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本件決定の決定書（甲１）によれば，原告は，本件審査申出において，次(１)

のア（前記１に係る主張と同旨）及びイ（前記２に係る主張と同旨）の各主

張をしたことが認められる。なお，原告は，一体評価を前提に付された本件

各土地の評価額がその単独の土地としての時価を超過している旨の主張（前

記３に係る主張）をしたとも主張するが，本件審査申出において原告がその

ような主張をしたことを認めるに足りる証拠はない。

ア 本件各土地と本件隣接地を合わせて一画地として評価したことにより，

本件各土地の評価額は適正な時価を上回ることとなる。評価基準上，複数

の筆が一体として評価されるのは，所有者が同じ場合のみであると推測さ

れる。本件各土地と本件隣接地の場合一体処分できる可能性はほとんどな

く，このような場合には，正常売買価格は評価額を大幅に下回る。

イ 所有者が別であったとしても一体評価の原則が適用されるという解釈が

あり得るが，その場合は一体評価した後，評価基準に規定する所要の補正

を行い，路線価の割合などで按分して，個別の土地を評価するべきである。

そして，本件決定の決定書（甲１）には，前記 ア及びイの各主張に対し，(２) (１)

それぞれ次のア及びイの各判断内容が記載されている。

ア 通常の取引においては，必ずしも所有者ごとに取引が行われるとは限ら

ず，一体として利用されている土地全体につき取引がなされることもあり

得るので，所有者が異なっていても一画地として認定することは，不合理

であるとはいえない。また，土地の交換価値は当該土地の利用状況に左右

されるので，２筆以上の土地が一体として利用されていると認定できる場

合には，これらの土地を一画地として認定した上で評価を行うことは，地

方税法３４１条５号の定める適正な時価が土地の交換価値を意味すること

と矛盾するものではない。これらの観点から，本件各土地の場合，本件隣

接地と一体として利用されているという状況を考慮すれば，本件各土地及

び本件隣接地を一画地として評価することによって，本件各土地の評価額
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が客観的交換価値を超えることになるとはいえない。

イ 申出人（原告）が主張する補正は一体評価により算定された評価額を，

更に路線価などによって加重して各土地の間で配分するという内容である

と解される。その一方，評価基準における所要の補正は，画地計算法を適

用して各筆（一体評価の場合は各画地）の宅地の評点数を付設するために，

宅地の状況に応じて必要があるときに行うことができるものである。した

がって，申出人が主張するような内容の補正は，評価基準が一体評価され

た複数の筆の評価額を加重して按分するという考え方を採っていないと解

されることから，評価基準の定める所要の補正の範囲に含まれないので，

申出人の主張を認めることはできない。

このように，被告は，原告の前記 の各主張について審理し，その当否を(３) (１)

判断の上，これらを採用できない理由を前記 のとおりに決定書に記載して(２)

いるのであるから，本件決定に審理不尽，判断遺脱，理由不備の違法がある

とはいえない。

５ まとめ

以上のとおり，原告の主張はいずれも理由がなく，本件決定に取消原因とな

るような瑕疵は認められない。

第４ 結 論

以上の次第で，原告の請求は理由がないから棄却することとし，訴訟費用の

負担につき行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条を適用して，主文のとおり

判決する。

東京地方裁判所民事第３部
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鶴 岡 稔 彦裁判長裁判官

古 田 孝 夫裁判官

潮 海 二 郎裁判官


